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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

 

（１） 地域の災害リスク 

【 洪 水 】：ハザードマップ・利根川水系鏑川洪水浸水想定区域図（下図参照） 

 

高崎市が公表している吉井地域版のハザードマップによると、近接河川の鏑川で想定最大降雨量

（２日間で４５８．３㎜の降雨）により河川が氾濫した場合、上流の小棚・片山地区の河川沿いの

地域をはじめ鏑川につながる下奥平地区の支流域及び中流の池地区、さらに下流の馬庭・岩井地区

の河川沿いの地域では、２．０～５．０ｍ未満の浸水、冠水が想定されている。これらの地域に

は、一部住宅密集地区があるものの大半は集落が点在しておりその周辺は農地となっている。 

また、当会や吉井支所が立地する吉井町吉井地区は東西を走る国道２５４号線と国道２５４号線

バイパスに挟まれ、住宅街と商店・工場等が点在する地域となっているが、河川から距離・高低差

があるため、河川の氾濫等による浸水被害は想定されていない。しかし、近年の台風や前線の活発

化を背景とした大雨に加え、気候変動やヒートアイアランド現象などの影響により、狭い範囲に短

時間で猛烈に降る雨（ゲリラ豪雨）を要因とした豪雨による水害の対策が求められている。 

これら地域の商店及び工場等は、小売・サービス業者や製造業者で形成されており、豪雨被害に

加え落雷が引き起こす工場の大型機械や事務機器等の故障の恐れもある。 

なお、令和元年の台風１９号で被害の多かった多胡橋下流域を流れる鏑川の擁壁工事など両岸の

防災工事が進められている。 

 

【 土 砂 災 害 】：ハザードマップ 

 

高崎市のハザードマップによると、吉井町南部に位置する牛伏山周辺地域や北部の丘陵地帯全域
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にわたる沢部は、地滑り等、土砂災害が生じる恐れがあるエリアとなっているが、商工業の集積場

所は少ない。また、この沢部からの土砂流出で町の中心部につながる主要地方道高崎・万場・秩父

線や北部から町中心部につながる生活用道路の通行止めによる地域経済への影響も想定される。 

特に吉井町多比良他１７地区において２１５箇所が土砂災害警戒区域に指定されており、また、

上記土砂災害警戒区域のうち２０５箇所が土砂災害特別警戒区域に指定されている。 

 

 
 

【 地 震 】：J‐SHIS 

 

地震ハザードステーションの防災地図（次頁）によると、高崎市周辺には大きい地震を発生させ

るような活断層として、高崎市直下をとおる「関東平野北西縁段層帯」が存在する。この活断層に

より想定される地震は最大でマグニチュード８．１であり、吉井地域の多くは震度６強が想定され

る。 
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（出展：群馬県地震被害想定調査：平成 24年 6月） 

 

今後３０年以内・５０年以内の地震発生確率は、それぞれほぼ０％～０．１％、０%～０．２％と

地震災害の可能性は低いが、発生した場合、人的物損被害は勿論、ライフライン被害も甚大（地震

直後全域で断水、全域復旧には 1ヶ月程度を要する）であるため、多くの事業所が影響を被ると想定

される。 

 

 

【 近年の自然災害の被害状況 】（次頁写真参照） 

 

① 令和元年 10 月 台風 19 号 吉井町中島 住宅浸水被害床上最大 30ｃｍ  

② 令和元年 10 月 台風 19 号 吉井町吉井 集中豪雨 住宅浸水被害床上/床下合計30件 

③ 令和元年 10 月 台風 19 号 吉井町池 鏑川増水 運動公園入口付近通行不能 

④ 令和元年 10 月 台風 19 号 吉井町池 濁流により水没した運動公園多目的広場 

⑤ 令和元年 10 月 台風 19 号 吉井町池 鏑川増水 流木、土砂堆積/多胡橋下流右岸 

⑥ 令和元年 10 月 台風 19 号 吉井町池 鏑川増水 被災後 市道路肩崩落/多胡橋下 

流右岸  
 

吉井町の河川は、利根川水系の一級河川である鏑川が吉井地域中央部を東西に流れ、その支流で

ある一級河川１３本と準用河川２本が南北から鏑川に流入している。また、南部北部の丘陵地帯に

は普通河川や沢などが数多くありそのほとんどが鏑川に流入している。未だ支川は未整備なものが

多く自然災害の発生要因となっている。特に、西南部の山岳地帯にある大沢地区や東谷地区、北西

部の上奥平地区や坂口地区には、危険区域が点在しており台風や大雨時には土石流や地滑りが生じ

る危険性が高い。 

吉井地域の鏑川流域では、砂防工事等の対策が図られたことで、これまで大雨による法面崩落等

の災害に見舞われたり、大雨・洪水・土砂災害などの広範囲にわたる大規模な被害は発生していな

かった。しかし、令和元年１０月の台風１９号は、下仁田町、富岡市、甘楽町の鏑川上流域の大雨

と、さらに吉井地域南部の牛伏山周辺から続く丘陵地帯及び北部の丘陵地帯全域の沢部から鏑川に

注ぐ大雨により、吉井各地で道路の寸断、小規模な法面崩落、住宅街に浸水・冠水等の多大な被害

をもたらしている。 

 国及び群馬県が公表している吉井地域におけるハザードマップによると、想定し得る最大規模の

降雨（７００ｍｍ/４８時間）により河川がはん濫した場合に浸水が想定されている区域を示してい

る。これを詳しく見てみると、マップで特に洪水被害を想定している箇所は鏑川の岩崎下流域から

岩井地区にかけてのおよそ５㎞の区間でほぼ両岸が０．５ｍ～３ｍ未満の洪水浸水想定区域となっ
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ている。この地域は深く浸水するおそれがあり早い段階で区域外に避難することとなっている。ま

た、この鏑川流域の大半は、水かさが増すと激しい川の流れにより両岸の地面が削られるおそれの

ある地域とされている。しかし、近年の河岸や堤防の整備により決壊等に伴う氾濫流による木造家

屋の倒壊や流出のおそれは少なくなっている。 

 また、冬場の吉井地域は風による災害は少ないが、数年に一度大雪に見舞われることがあり、郊

外や中山間地域の点在している竹林が雪の重みで倒れて道をふさぎ、通行不能となることがある。 

 現在、吉井地域では総合防災の視点から、地区中心部の住人が災害時等に速やかに避難できる防

災拠点の一つとして、グランドゴルフ場、野球場として利用できる、防災機能を備えた吉井中央公

園の整備が行われている。 

  

 
① 吉井町中島 水没した市道 床上 30ｃｍの被害    ②吉井町吉井 古河ロックドリル付近住宅街 

 

 
③吉井町池 不通となった運動公園入口付近道路    ④吉井町池 運動公園前の濁流の鏑川 

 

 
⑤吉井町池 増水する多胡橋下流右岸      ⑥吉井町池 多胡橋下流右岸 被災後写真 
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（２）商工業者の状況 

 
・商工業者等数   ７８７人 

・小規模事業者数  ６５０人 

【内訳】 

業種 商工業者数 
小規模 

事業者数 
備考（事業所の立地状況等） 

商工業者 卸・小売業 １７８名 １３１名 国県道沿い平坦地に商店街が分布 

工   業 １７８名 １３５名 管内に広く分布 

建 設 業 １４０名 １２４名 管内に広く分布 

サービス業 １４９名 １０６名 管内に広く分布 

旅館飲食業 ６０名 ７４名 国県道沿い平坦地に商店街が分布 

そ の 他 ８２名 ８０名 管内に広く分布 

 

（３）これまでの取組 

 
【高崎市の取組】 

①高崎市地域防災計画の策定 

②高崎市総合防災訓練の実施 

③ハザードマップによる啓蒙活動 

④災害時の避難所の開設 

⑤「安心ほっとメール」の配信 

※防犯・防災・火災・気象・市政の地域情報を随時メールにて配信。登録料は無料。 

 

【高崎市吉井商工会の取組】 

① 自然災害後の会員被災状況の確認と高崎市への報告 

②当会会員向けの保険制度についてリーフレットを通じた周知と加入促進 

③高崎市が実施する防災訓練への参加及び協力 

 

Ⅱ 課題 

当会の現状では、災害時において管内事業所への具体的な対応策や情報の収集、支援についての

明確な取り決めはなく、群馬県や高崎市の調査依頼に対して簡易な聞き取り調査を行うのみであ

り、災害時の対応を指導できる経営指導員も存在しない。 

 また、行政への連絡体制や情報共有、役割分担も確立できておらず、行政・商工会双方が事業者

から受ける被害報告に基づいて、それぞれが立場に応じた支援を講じるのみである。 

 保険・共済業務についても担当者や以前に経験した職員のみが簡易説明を実施できる程度であ

り、昨今の自然災害の状況を鑑み、当会として管内事業者が被災した際の支援をいかに講じるか、

という行動規範の策定が急務となっている。 

 

Ⅲ 目標 

 

①管内小規模事業者に対し、平時から災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知するため、

BCP 計画策定支援を実施する。 

②管内小規模事業者の BCP 計画策定に併せ、事業継続力強化計画の認定と連鎖倒産防止の観点から、

セーフティネット共済等への積極的な加入を推進する。 

③組織内において平時からの情報と支援知識の共有など、支援体制の構築を図る。 

④災害発生時において、行政との連絡体制・情報共有・役割分担の明確化を図る。 

⑤金融機関や損保会社との連携を強化し、災害発生後の速やかな復興支援を講じる。 

 

※ その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和２年１０月１日～令和７年６月３０日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

・当会と高崎市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

＜1．事前の対策＞ 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・経営指導員による巡回等において、高崎市のハザードマップを用い、自社の自然災害のリスクを

啓蒙する。また、災害時に有益な情報（商工会員向け保険制度パンフレット）の提供を行い、万が

一のリスクに平時から備えるよう指導を行う。 

・「商工会だより」や商工会ホームページにおいて、事業継続力強化計画認定制度等の国の施策、

高崎市の防災計画等を紹介することで、管内小規模事業者に対し、災害リスクについての意識向上

を図る。 

・事業継続計画について、セミナーや専門家による個別相談を実施し、策定支援を講じる。 

・必要に応じて、連携する保険会社職員とともに経営指導員が同行訪問により、管内小規模事業者

に災害時に利用できる保険商品等の説明を行う。 

・群馬県商工会連合会が連携する支援機関を参考にし、有益なものを管内事業者へフィードバック

する。 

 

２）高崎市吉井商工会自身の事業継続計画の作成 

・当会は、平成３０年４月「事業継続計画」を策定済み（別添） 

 

３）関係団体等との連携 

・事業継続計画策定に精通したぐんま共済協同組合や日本政策金融公庫との連携を強化し、管内小

規模事業者を対象にした「事業継続計画策定セミナー」や被災時に利用できる損害保険商品や融資

制度の紹介を行う。 

・群馬県商工会連合会にて連携する支援機関に対し、事業継続計画策定推進のための啓蒙普及ポス

ター掲示依頼、共催によるセミナーの実施。 

 

４）フォローアップ 

・管内小規模事業者の事業継続計画や事業継続力強化計画の策定・認定状況をアンケート調査等に

より把握する。また、当該計画の策定が困難な事業者については、経営指導員がアドバイスをする

とともに、専門的な内容については、ぐんま共済協同組合との協力体制において、策定支援を講じ

る。 

・群馬県商工会連合会に各支援機関での取組等について情報共有を行うとともに改善点や効果的な

支援策を協議する。 

 

５）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（例：令和元年台風１９号・東日本大震災等と同規模）が発生したと仮定し、高崎市と

の連絡ルートの確認等を行う。（具体的な訓練については必要に応じて実施。） 
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＜２．発災後の対策＞ 

１）応急対策の実施可否の確認 

・自然災害等発災時においては、まず当会職員の安否確認を第一と考える。安否確認のうえで、下

記手順により、被害状況を把握し法定経営指導員が高崎市等関係機関へ連絡を行う。 

① 災害発災後、速やかに当所職員の安否確認を以下の順位に基づいて行う。 

順位 1・携帯メール一斉送信または LINE による安否確認を行う。 

順位 2・未返信者へメール再発信。安否確認（２回目）上記順位１．に同じ。      

順位 3・未返信者へ携帯電話→自宅電話→緊急電話へ連絡。上記内容についてヒアリングを行

う。 

順位 4・自宅及び避難所訪問。自宅等に訪問し上記内容の確認を行う。 

② 当会職員の安否確認と業務従事可否や被害状況等を商工会と高崎市にて共有する。 

③ 業務従事可能である場合は、速やかに管内事業所の被害把握に努める。  

    

２）応急対策の方針決定 

・商工会において把握した被害状況や被害規模を高崎市へ報告し、情報の共有を図った後に応急対

策の方針を決定し、然るべき支援を講じる。 

・当会職員が電話や状況に応じて現地確認により、被害が見込まれる地域の事業所の被害状況を把

握。なお、職員の生命に危険が及ぶ災害状況の場合は、現地確認や屋外での確認作業は実施せず、

安全が確認できた後の調査を行うこととする。 

・被害状況を確認した状況をまとめ、高崎市へ報告する。 

 

（被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある ・事業所全壊（1 階天井まで浸水など、事業所が全壊） 
・大規模半壊（床上 1ｍまで浸水など、事業所内で大きな被害が発

生） 
・半壊（床上で浸水が見られ、事業所内で大きな被害が発生） 
・被害が見込まれる地域の事業所と連絡が取れない、または交通網が

遮断され、確認ができない） 

被害が見られる ・半壊に至らない床上浸水（事業者内で比較的軽微な被害が発生） 
・床上浸水（什器・備品の破損など） 
・床下浸水 

ほぼ被害はない ・事業所敷地内等で浸水はあったが、被害を受けたとまでは言えな

い。 
・目立った被害の情報はない。 

※想定は内閣府「災害に係る住家の被害認定」を参考 
 

・本計画により、当会と高崎市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災直後～ 速やかに情報を共有する 

発災後～１週間 １日に１回以上共有する 

２週間～４週間 適時、共有する 

１ヶ月以降 適時、共有する 



 

8 
 

 

・高崎市と応急対策の方針を確認し、双方で対応できる被災支援を行う。 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞下図は、連絡ルート 

・自然災害等発生時に、地区内の商工業者等の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行うこ

とができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、高崎市の指示に従って被災地域での活動を行うことについて事前に決

めておく。 

・当会と高崎市と情報を共有した上で、当会が、商工会連合会へ報告し、商工会連合会が群馬県へ

報告する。 

 ※当会が高崎市と情報共有のうえで作成する報告書は、別紙（実態調査票）参照。 

（連絡ルート）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 塗りつぶしの矢印を主たる情報収集・共有ルートとして記載。 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口の開設方法について、高崎市と相談する。（当会は、国の依頼を受けた場合は、特別相

談窓口を設置する。） 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を行う。 

・地区内小規模事業者の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）について、地区内小規模事業

者へ周知する。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・国、群馬県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行

う。 

・被災事業者に、各種支援制度、保険金請求、税の減免申請、融資などの手続きを受ける場合に必

要な「罹災証明書」について周知し、取得を促す。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等を

群馬県商工会連合会等に相談する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 

県 経済産業局等 

高崎市 県連合会 

高崎市吉井商工会 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和２年８月現在） 

（１）実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）商工会による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員による情

報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

    越田 雅仁 （高崎市吉井商工会） 

        TEL 027－387－2293 / FAX 027－387－5430 E-mail: yoshii-s@lily.ocn.ne.jp 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（1年に 1回以上） 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

 

①商工会 

高崎市吉井商工会  

〒370－2132  高崎市吉井町吉井 6-4 

TEL 027－387－2293 / FAX 027－387－5430 E-mail: yoshii-s@lily.ocn.ne.jp 

②関係市町村 

 高崎市吉井支所 地域振興課 

〒370－2192  高崎市吉井町吉井川 371 

TEL 027－387－3111 / FAX 027－387－3212  

E-mail: yoshii-chiiki@city.takasaki.gunma.jp  

高崎市吉井支所 産業課 

〒370－2192  高崎市吉井町吉井川 371 

TEL 027－387－3134 / FAX 027－387－3212  

E-mail: yoshii-sangyou@city.takasaki.gunma.jp 

高崎市役所 商工観光部 産業政策課 

〒370－8501  高崎市高松町３５－１ 

TEL 027－321－1255 / FAX 027－325－4879 E-mail: songyou@city.takasaki.gunma.jp 

 

高崎市吉井商工会 
事務局長 

高崎市吉井商工会 

法定経営指導員 

高崎市 
商工観光部長 

高崎市 
産業政策課 

高崎市 
防災安全課 

連携 

連絡調整 

確認 

連携 

高崎市 
吉井支所長 

高崎市吉井支所  
地域振興課 
産 業 課 

確認 

連携 
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（４）被害情報等報告先 

群馬県商工会連合会 総務企画課 

〒371-0047 群馬県前橋市関根町三丁目８番地の１ 

TEL 027-231-9779 / FAX 027-234-3378   E-mail:  somu@gcis.or.jp 

 

 報告にあたっては、収集情報の取りまとめ等が容易なメールを第一に利用する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 
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（別表３） 

事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 ７０ ２７０ ２７０ ２７０ ２７０ 

・セミナー開催費 

・専門家派遣費 

・チラシ等作製費 

・その他経費 

０ 

０ 

５０ 

２０ 

１００ 

１００ 

５０ 

２０ 

１００ 

１００ 

５０ 

２０ 

１００ 

１００ 

５０ 

２０ 

１００ 

１００ 

５０ 

２０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費収入、高崎市補助金、 群馬県補助金 、事業収入 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 



 

 
 

（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

連携者名 

ぐんま共済協同組合  

 住所：〒371-0841 前橋市石倉町4-9-10 

 代表者：理事長 田部井 俊勝 
 

連携して実施する事業の内容 

①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

②小規模事業者の事業継続計画等の策定とフォローアップ 

③災害時の地区内小規模事業者に対する専門的内容支援 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携者名 役割 

ぐんま共済協同組合 高崎支店 

住所：〒370-0006 高崎市問屋町2-7-8  

高崎商工会議所会館内 

 代表者：高崎支店長 森田 和久 

①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

②小規模事業者の事業継続計画等の策定とフォ

ローアップ 

・事業継続計画策定のセミナー並びに個別相談会

の実施 

③災害時に活用できる保険商品等の案内 

 

 

 

 

連携体制図等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高崎市吉井商工会 ぐんま共済協同組合 
高崎支店 

災害保険情報提供 

セミナー 

事業継続力強化支援 
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別紙：実態調査票 

 

○
月
○
日
00
:0
0時
点

実
態
調
査
票
（
　
　
　
）
　
※
（
）
内
に
は
、
○
年
台
風
○
号
等
の
災
害
名
を
記
載

団
体
名

担
当
者

電
話
番
号

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

被
害
合
計
金
額

被
害
額

※
事
業
の
再
建
に

　
必
要
な
額
、

　
お
お
よ
そ
で
可

土
地

（
堆
積
土
砂
排
除

費
・
整
地
費
）

（
事
業
用
資
産
に
限

る
）

建
物

（
事
業
用
資
産
に
限

る
）

機
械
設
備

車
両

（
事
業
用
資
産
に
限

る
）

商
品
、
原
材
料
、

仕
掛
品
等

例
 

（
例
）
○
○
株
式
会
社
△
△
営
業
所

○
○
町
△
△

製
造
業

5
有

¥2
5,
00
0,
00
0

¥0
¥5
,0
00
,0
00

¥1
0,
00
0,
00
0
¥1
0,
00
0,
00
0

¥0
・
建
屋
損
壊
に
伴
い
加
工
設
備
（
２
台
）
が

被
害

・
１
週
間
程
度
操
業
停
止

例
（
例
）
有
限
会
社
○
○

○
○
町
△
△

卸
売
業
，
小
売
業

5
無

¥1
,5
00
,0
00

¥0
¥0

¥0
¥0

¥1
,5
00
,0
00

店
舗
の
床
上
浸
水
に
伴
い
商
品
が
破
損

例
（
例
）
△
△
旅
館

○
○
町
△
△

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

5
有

¥0
¥0

¥0
¥0

¥0
¥0

建
物
の
直
接
的
な
被
害
は
な
い
が
、
県
道
の

寸
断
に
よ
り
、
半
年
程
度
は
営
業
再
開
で
き

な
い
状
態
（
損
失
は
、
約
2,
00
0万
円
）

1
¥0

2
¥0

3
¥0

4
¥0

5
¥0

6
¥0

¥0

事
業
所
名

住
所

業
種

従
業
員
数
操
業
(営
業
)

停
止

(有
･無
･復
旧
)

(被
害
額
内
訳
）

被
害
状
況

※
被
災
状
況
が
つ
か
め
る
内
容

※
操
業
停
止
し
た
場
合
は
、
お
お
よ
そ
の
期
間
(見
込
み
で

も
可
)を
記
載

高
崎
市
吉
井
商
工
会

 

yo
sh

ii
-s

@
lil

y.
oc

n.
ne

.jp
 

02
7-

38
7-

22
93

 


